


別図１



別図２



変更後の境界線の説明

町  名 区  域

本前川１丁目

前川観音通り線界、 

川口都市計画事業芝東第５土地区画整理事業区画街路第６－７７号線、 

川口都市計画事業芝東第６土地区画整理事業区画街路第９－３号線界、 

都市計画道路前川大通り線界に囲まれた区域

本前川２丁目

川口都市計画事業芝東第６土地区画整理事業区画街路第９－３号線、 

川口都市計画事業芝東第５土地区画整理事業区画街路第６－７２号線、

川口都市計画事業芝東第６土地区画整理事業区画街路第１０－１号線、 

都市計画道路芝神根線界、都市計画道路前川大通り線界に囲まれた区域

本前川３丁目

都市計画道路芝神根線、六ヶ村用水路、 

川口都市計画事業芝東第４土地区画整理事業区画街路第９－１５号線界、 

芝川界に囲まれた区域

前川２丁目

（前川２丁目に編入する区域）

前川観音通り線界、

川口都市計画事業芝東第６土地区画整理事業区画街路第９－４号線、筆界、

川口都市計画事業芝東第６土地区画整理事業区画街路第６－５４号線、 

芝川界、市道青木第４７７号線界に囲まれた区域

前川３丁目

（前川３丁目に編入する区域）

前川観音通り線界、都市計画道路前川大通り線、都市計画道路芝神根線界、 

芝川界、川口都市計画事業芝東第６土地区画整理事業区画街路第６－５４号

線界、筆界、川口都市計画事業芝東第６土地区画整理事業区画街路第９－４

号線界に囲まれた区域

芝東町

（芝東町に編入する区域）

六ヶ村用水路界、都市計画道路芝神根線、県道大間木蕨線、 

川口都市計画事業芝東第４土地区画整理事業区画街路第９－１５号線界に囲

まれた区域

（平成２７年１月２２日調査）

（注） 前川２丁目、前川３丁目、芝東町は編入する区域の説明。

道 路…当該道路部分を含むものとする。

    道路界…当該道路部分を含まないものとする。

    水 路…当該水路部分を含むものとする。

水路界…当該水路部分を含まないものとする。

河川界…当該河川部分を含まないものとする。


